
　
土
地
を
売
却
し
た
場
合
は
譲

渡
所
得
が
、
賃
貸
し
た
場
合
は

不
動
産
所
得
が
生
じ
ま
す
。

　
事
業
者
と
の
契
約
書
、
土
地

売
却
代
金
や
賃
借
料
の
受
領
が

わ
か
る
も
の（
通
帳
な
ど
）、土

地
費
用
（
購
入
費
用
や
測
量
費

用
な
ど
）
が
わ
か
る
も
の
を
持

参
の
う
え
、
税
務
署
ま
た
は
役

場
税
務
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ネ
ッ
ト
で
申
告
　

　
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
接
続
の
パ
ソ
コ
ン
が

あ
れ
ば
、
税
務
署
に
出
か
け
る

こ
と
な
く
、
国
税
に
関
す
る
各

種
手
続
き
を
自
宅
な
ど
か
ら
行

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

電
子
申
告

②
添
付
書
類
の
提
出
省
略

③
国
税
還
付
金
の
受
け
取
り
が

ス
ピ
ー
デ
ィ

④
24
時
間
利
用
可
能

　
　
　
　
　
　
　

　
個
人
で
、
事
業
や
不
動
産
貸

付
な
ど
を
行
う
す
べ
て
の
方
は
、

記
帳
と
帳
簿
書
類
の
保
存
が
必

要
で
す
。

対
象
と
な
る
方

　
個
人
の
白
色
申
告
者
の
う
ち
、

事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
ま
た

は
山
林
所
得
を
生
ず
べ
き
業
務

を
行
う
す
べ
て
の
方
。

記
帳
す
る
内
容

　
売
上
な
ど
の
収
入
金
額
、
仕

入
や
必
要
経
費
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
、
取
引
の
年
月
日
・

売
上
先
・
仕
入
先
・
そ
の
他
の

相
手
方
の
名
称
・
金
額
・
日
々

の
売
上
・
仕
入
・
必
要
経
費
の

金
額
な
ど
。

帳
簿
書
類
の
保
存

　
収
入
金
額
や
必
要
経
費
を
記

載
し
た
帳
簿
の
他
に
、
取
引
に

伴
っ
て
作
成
し
た
帳
簿
や
受
け

取
っ
た
請
求
書
・
領
収
書
な
ど

の
書
類
も
保
存
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
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申
告
に
よ
り
、
該
当
す
る
各

種
控
除
（
事
業
専
従
者
控
除
、

扶
養
控
除
、
社
会
保
険
料
控
除

な
ど
）
が
受
け
ら
れ
ま
す
が
、

申
告
を
し
な
い
場
合
は
こ
れ
ら

の
控
除
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
国
民
健
康
保
険
加
入

者
が
申
告
を
行
わ
な
い
場
合
、

税
額
の
軽
減
も
受
け
ら
れ
ま
せ

ん
。
反
対
に
「
不
申
告
等
に
関

す
る
過
料
」
を
課
せ
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

申
告
の
必
要
が
な
い
方
　
　
　

▼
令
和
2
年
中
の
所
得
が
給
与

だ
け
の
方
で
、
他
に
収
入
が

な
く
年
末
調
整
を
し
て
い
る

方
▼
年
金
収
入
の
み
で
、
年
金
か

ら
所
得
税
が
源
泉
徴
収
さ
れ

て
い
な
い
方

　
詳
し
く
は
、ｅ

-

Ｔ
ａ
ｘ
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://w
w
w
.e-tax.nta.go.jp

月日（曜日） 会　　　場
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ

確定申告受付日程表

茂草町内会館

静浦町内会館

小島地区基幹集落センター

交流の里づくり館

清部生活改善センター

パートナーシップランド

札前生活改善センター

館浜体験交流センター

白神寿の家

大磯町内会館

荒谷寿の家

漁民センター

朝日寿の家

大沢老人憩の家

月島福祉の家

上川生活改善センター

ふれあい交流センター

小島地区基幹集落センター

パートナーシップランド

町民総合センター（2階 講義室）

　２　月 9 日㈫

　２　月 10 日㈬

　２　月 11 日㈭・㈷

　２　月 12 日㈮

　２　月 15 日㈪

　２　月 16 日㈫

　２　月 17 日㈬

　２　月 18 日㈭

　２　月 19 日㈮

　２　月 22 日㈪

　２　月 23 日㈫・㈷

　２　月 24 日㈬

　２　月 25 日㈭

　３　月 １ 日㈪

　３　月 ２ 日㈫

　３　月 ３ 日㈬

　３　月 ４ 日㈭

　３　月 ５ 日㈮

　３　月 ７ 日㈰

　３　月 ８ 日㈪

　３　月 ９ 日㈫

　
令
和
2
年
分
の
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
と
令
和
3
年
度
の
町
道
民
税
の
申

告
の
受
付
を
行
い
ま
す
。

　
申
告
は
、
住
民
税
を
算
出
す
る
う
え
で
の
基
礎
と
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
医
療
保
険
や
介
護
保

険
な
ど
の
公
的
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
際
の
基
準
に
な
り
ま
す
の
で
忘
れ
ず
に
申
告
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
受
付
日
時
を
間
違
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
お
越
し
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

受付会場で
マイナンバーカードの
申請もできるよ！

申告受付期間

2月9日㈫～ 3月9日㈫
受付時間

10：00～15：00

･
来
場
時
に
は
必
ず
マ
ス
ク

を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

･
熱
の
あ
る
方
や
体
調
の
悪

い
方
は
、
体
調
が
回
復
し

て
か
ら
申
告
を
し
て
く
だ

さ
い
。

･
来
場
者
が
多
い
場
合
は
、

3
密
を
避
け
る
た
め
、
入

場
制
限
を
行
う
場
合
が
あ

り
ま
す
。

･
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
感
染
状
況
な
ど
に

よ
り
、
日
程
を
変
更
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

際
は
防
災
行
政
無
線
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策
と
し
て

申
告
を
し
な
い
場
合

申
告
の
必
要
が
な
い
方

ネ
ッ
ト
で
申
告
　
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ

記
帳
・
帳
簿
書
類
の
保
存
を

申
告
に
必
要
な
も
の

風
力
や
太
陽
光
の
発
電
事
業

者
に
、
土
地
を
売
却
ま
た
は

賃
貸
し
て
い
る
方

　
　
　
　
　
　
　

　
申
告
す
る
方
は
忘
れ
ず
に
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

■
口
座
番
号
が
わ
か
る
も
の

■
令
和
2
年
中
の
収
入
が
わ
か

る
伝
票
、
源
泉
徴
収
票
、
領

収
書
、
賃
金
精
算
書
、
収
支

決
算
の
帳
簿
な
ど

■
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
通

知
カ
ー
ド
な
ど
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
が
確
認
で
き
る
も
の
（
申

告
者
本
人
と
扶
養
親
族
全
員

分
）

■
運
転
免
許
証
、
保
険
証
な
ど

本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

■
医
療
費
控
除
の
あ
る
方
は
、

あ
ら
か
じ
め
控
除
明
細
書
を

記
載
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

■
社
会
保
険
料
な
ど
の
支
払
額

が
確
認
で
き
る
も
の

　（領
収
書
、
国
民
年
金
保
険

料
控
除
証
明
書
な
ど
）

■
生
命
保
険
料
や
地
震
保
険
料

払
込
証
明
書
、
寄
付
金
の
受

領
書
な
ど

■
税
務
署
か
ら
確
定
申
告
に
関

す
る
書
類
が
送
付
さ
れ
た
方

は
、
必
ず
受
付
会
場
に
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

検 索e -Tax

対
象
と
な
る
方

記
帳
す
る
内
容

帳
簿
書
類
の
保
存

●函館税務署　個人課税第一部門
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●役場　税務課

　　　　　　　☎42‒2622

申告に関するお問い合わせ
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さ
い
。

■
社
会
保
険
料
な
ど
の
支
払
額

が
確
認
で
き
る
も
の

　（領
収
書
、
国
民
年
金
保
険

料
控
除
証
明
書
な
ど
）

■
生
命
保
険
料
や
地
震
保
険
料

払
込
証
明
書
、
寄
付
金
の
受

領
書
な
ど

■
税
務
署
か
ら
確
定
申
告
に
関

す
る
書
類
が
送
付
さ
れ
た
方

は
、
必
ず
受
付
会
場
に
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

検 索e -Tax

対
象
と
な
る
方

記
帳
す
る
内
容

帳
簿
書
類
の
保
存

●函館税務署　個人課税第一部門

　　　　　　　☎0138‒31‒3741

●役場　税務課

　　　　　　　☎42‒2622

申告に関するお問い合わせ


